
第 3 編 伊那中央行政組合自己啓発助成事業実施規程 

 

185 

 

伊那中央行政組合自己啓発助成事業実施規程 

 

昭和 26 年４月１日 

訓令第１号 

 

（目的） 

第１条 この訓令は、職務の遂行に有益な資格を自発的に習得しようとする伊那中央行政

組合職員に対し、その取得に要する費用の一部について予算の範囲内で助成する事業を

実施することにより、職員の自己啓発を促進するとともに、その職務能力の向上を図

り、もって効率的な行政運営に資することを目的とする。 

（対象者） 

第２条 助成事業の対象は、別表に掲げる資格のうち、当該資格を取得しようとする職員

の職務に照らし有益な資格（採用時の要件となっているもの及び職務上必要な資格とし

て上司に取得を命じられたものを除く。）を自発的に取得する職員（非常勤職員、任期

付職員及び再任用職員を除く。以下「職員」という。）とする。 

（資格取得の期間等） 

第３条 資格取得の期間は、助成を申請した日の属する年度内に限るものとする。ただ

し、組合長が特に認めたときは、この限りではない。 

２ 資格の取得に必要な受講、受験その他の活動は、勤務時間外に行うものとする。ただ

し、職務に専念する義務の免除について任命権者の承認を受けたときは、この限りでは

ない。 

 （助成の額） 

第４条 助成の額は、資格の取得に必要又は有効な研修を主催する者に支払う受講料及び

資格の受験料並びに当該受講及び受験のための交通費を合算した額の２分の１の額（こ

の額に千円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。）とし、３万円を限度とす

る。 

２ 前項の規定にかかわらず、資格取得（別表に掲げる資格のうち、同一の資格取得に限

る。以下同じ。）に関して、この訓令による助成金の交付を受けたことがある場合は、

当該助成金は交付しない。 

（助成の申請） 

第５条 助成を受けようとする職員は、あらかじめ自己啓発助成申請書（様式第１号）に

より、所属長を経由して、組合長に申請しなければならない。 

（助成の決定） 

第６条 組合長は、前条の規定による申請を受けた場合は、内容を精査し、助成すること

を決定したときは、自己啓発助成決定通知書（様式第２号）により当該申請をした職員

に通知するものとする。 

（実績報告等） 

第７条 前条に規定する決定通知書を受けた職員（以下「対象職員」という。）は、資格

取得後、速やかに資格取得に関する報告書（様式第３号）に次に掲げる書類を添えて、

組合長に報告しなければならない。 

(1) 資格取得を証する書類の写し 

(2) 資格取得に要した費用を明らかにする書類  

(3) 前２号に掲げるもののほか、組合長が特に必要と認める書類 

（助成の額の確定） 

第８条 組合長は、前条の規定による実績報告を受けた場合においては、報告書等の書類の

審査により交付すべき助成の額を確定し、自己啓発助成確定通知書（様式第４号）により

対象職員に通知するものとする。 

（助成の請求） 
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第９条 前条に規定する確定通知書を受けた対象職員は、自己啓発助成金請求書（様式第

５号）に確定通知書の写しを添えて、組合長に請求しなければならない。 

 （交付決定の取消し等） 

第10条 組合長は、対象職員が次の各号のいずれかに該当するときは、助成の決定を取り

消すものとする。 

 (1) 資格取得ができなかったとき又は資格取得の前に退職したとき。 

(2) 偽りその他不正な手段により助成の決定を受けたとき。 

(3) 前２号に掲げるもののほか、組合長が特に取り消すことが相当と認めるとき。 

２ 組合長は、対象職員が前項第２号の規定に該当すると認めるときは、既に交付した助

成金を返還させるものとする。 

（職員の責務） 

第11条 対象職員は、この訓令による助成を受けたときは、習得した資格を積極的に活用

し、効率的に職務を遂行しなければならない。 

（補足） 

第12条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、組合長が別に定める。 

附 則 

 この規則は、平成26年４月１日から施行する。 
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別表 （第２条関係） 

 

No. 資 格 名 称 

１ 電気主任技術者 

２ 電気工事士 

３ ボイラー技士 

４ ボイラー整備士 

５ エネルギー管理士 

６ 消防設備士 

７ 消防設備点検資格者 

８ 危険物取扱者 

９ 高圧ガス製造保安責任者 

10 技術士（上下水道部門） 
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（様式第１号）（第５条関係） 

年  月  日  

 

 伊那中央行政組合長 様 

 

                      所属  

                       職   

                      氏名          印 

 

 

自己啓発助成申請書 

 

 

 自己啓発に係る助成を受けたいので、下記のとおり申請します。 

 

 

記 

 

１ 資格の名称 

 

２ 資格の受験日 

 

３ 取得の目的 

 

４ 取得に要する経費の内訳 

  ・受講料 

  ・受験料 

  ・交通費 

               計       円 

 

５ 申 請 額                円 

 

６ 所属長の確認    所属長氏名           印 
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（様式第２号）（第６条関係） 

年  月  日  

 

（申請者） 

所属名 

氏 名 

 

 

伊那中央行政組合長        印 

 

 

自己啓発助成決定通知書 

 

 

   年  月  日付けで交付申請のありました自己啓発助成については、下記のとおり決

定したので、通知します。 

 

 

記 

 

 

 

 交付決定額                円 
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（様式第３号）（第７条関係） 

年  月  日  

 

 伊那中央行政組合長 様 

 

                      所属 

                       職 

                      氏名            印 

 

 

資格取得に関する報告書 

 

 

   年  月  日付け自己啓発助成の決定を受けた資格取得については、下記のとおり取

得したので報告します。 

 

 

記 

 

１ 資格の名称 

 

２ 資格の受験日 

 

３ 取得に要した経費の内訳 

  ・受講料 

  ・受験料 

  ・交通費 

               計       円 

 

４ 添付書類 

 (1) 資格の取得を証する書類の写し 

 (2) 資格取得に要した費用を明らかにする書類 

 (3) 前２号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める書類 
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（様式第４号）（第８条関係） 

年  月  日  

 

（申請者） 

所属名 

氏 名 

 

 

伊那中央行政組合長        印 

 

 

自己啓発助成確定通知書 

 

 

   年  月  日付けの資格取得に関する報告書を審査の結果、次の金額を自己啓発助成

金として確定します。 

 

 

記 

 

 

 

 確定金額                円 
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（様式第５号）（第９条関係） 

年  月  日  

 

 伊那中央行政組合長 様 

 

                      所属 

                       職 

                      氏名            印 

 

 

自己啓発助成金請求書 

 

 

   年  月  日付け自己啓発助成の決定を受けた自己啓発助成金について、下記のとお

り請求します。 

 

 

記 

 

１ 資格の名称 

 

２ 資格の受験日 

 

３ 助成金の額 

 

４ 振込先 

金融機関等名 

銀行         本店   

信金         支店   

農協         支所   

口座の種類 １ 普通  ２ 当座  ３ その他（     ） 

口座番号  

ふりがな 

口座名義人 
 

 

５ 添付書類 

  自己啓発助成確定通知書の写し 

 

 


